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１ 指定事業所について

・大気汚染物質、粉じん、悪臭、排水、騒音、振動などの

公害を生じさせる事業所

⚫指定事業所とは

・別表第１に定める指定施設を設置している事業所

川崎市内に新たに指定事業所を設置する場合や、既に許可を

受けた指定事業所が当該許可に関係する事項を変更する場合

に、「許可申請に係る手続き」又は「届出の手続き」が必要



１ 指定事業所について

⚫指定施設とは

６９作業４３５施設

https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000015/15195/te02.pdf


１ 指定事業所について
⚫指定施設とは
対象となる施設により発生する可能性のある公害の種類について

許可基準に適合しているかを審査

６１ 燃料その他のものの燃焼による熱媒体の過熱又は空気の加温
若しくは冷却の作業

大気汚染物質 粉じん 悪臭 排水 騒音 振動

○ ○

（１） ボイラー

⚫指定施設の例

※〇が付いているものが基本の審査項目になります。施設の使用状況などによって〇
が付いていない項目を審査することがあります。



１ 指定事業所について

５１ 資源の再生又は廃棄物の処理の作業

大気汚染物質 粉じん 悪臭 排水 騒音 振動

○ ○ ○ ○ ○

（８） 破砕施設

６４ 物の表面処理又はめっきの作業

大気汚染物質 粉じん 悪臭 排水 騒音 振動

○ ○ ○

（３） めっき施設



２ 許可申請の手続きについて

・許可申請は事前の手続き

ただし、

書類受付け時点で、申請書の記載に不備があると標準処理期間に

許可できないこともあります。

・審査の標準処理期間３５日間

・審査終了後に許可書を送付



２ 許可申請の手続きについて

⚫指定事業所設置許可申請書

・指定事業所を新設する場合

・現に設置されている事業所で、条例の許可を要さな

かったものが、別表第１に掲げる指定施設を新たに

設置しようとする場合

・事業所の一部を借り受けて、指定事業所として用いる

場合

提出するのは最初の一度のみ

　　　～ 許可申請に係る手続き ～

≪設置許可≫ ≪変更許可≫

　　　～ 届出の手続き ～

≪事前届出≫ ≪事後届出≫

事前相談

設置許可申請

設置許可

事業開始届

環境配慮書＊＋ 変更許可申請

変更許可

変更完了届

環境配慮書＊＋

変更計画中止届

変更中止

＊一定の要件を満たす指定事業所に限る

事前相談

変更計画届

廃止等届

設置中止

地位承継届

現況届

設置完了 変更完了

変更完了

事前相談

変更届

廃止等届



２ 許可申請の手続きについて

指定事業所において重要な変更がある場合

・指定施設の設置

・公害防止装置の設置、構造変更、使用廃止

など

⚫指定事業所に係る変更許可申請書

　　　～ 許可申請に係る手続き ～

≪設置許可≫ ≪変更許可≫

　　　～ 届出の手続き ～

≪事前届出≫ ≪事後届出≫

事前相談

設置許可申請

設置許可

事業開始届

環境配慮書＊＋ 変更許可申請

変更許可

変更完了届

環境配慮書＊＋

変更計画中止届

変更中止

＊一定の要件を満たす指定事業所に限る

事前相談

変更計画届

廃止等届

設置中止

地位承継届

現況届

設置完了 変更完了

変更完了

事前相談

変更届

廃止等届



２ 許可申請の手続きについて

⚫指定事業所に係る環境配慮書

・常時使用する従業員が５０人以上

・常時使用する従業員が５０人未満で、建築物の床面積が３，０００㎡以上又は百貨

店若しくはマーケットで店舗面積が１，０００㎡以上（し尿処理施設又はボイラー若しく

は冷暖房施設のいずれかの指定施設のみを設置している指定事業所を除く）

・燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり２００リットル以上の指定施設又は燃焼能

力が１時間当たり６２５キログラム以上の廃棄物焼却炉を設置している指定事業所

次のいずれかに該当する指定事業所が、設置又は変更許可申請時に提出



３ 届出の手続きについて

変更の日の３０日前までに届け出

⚫指定事業所に係る変更計画届出書

（１）事前の届出

・指定施設の構造の変更

・指定施設の配置の変更（指定事業所から発生する騒音又は

振動が増大する場合に限る。）

・排水の系統の変更 など



３ 届出の手続きについて

⚫指定事業所に係る変更届出書

（２）事後の届出

変更の日から３０日以内に届け出

・届出者の氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名の変更

・指定事業所の名称及び所在地の変更

・指定施設の使用の廃止又は除却 など



３ 届出の手続きについて

⚫指定事業所に係る地位承継届出書

（２）事後の届出

承継の日から３０日以内に届け出

・指定事業所の全部を譲り受け、又は借り受けたとき

・承継者の、登記簿謄本などを添付



３ 届出の手続きについて

⚫指定事業所廃止等届出書

（２）事後の届出

廃止の日から３０日以内に届け出

・指定事業所を廃止したとき

・指定事業所に該当しなくなったとき



４ その他の手続きについて
⚫環境負荷低減行動計画書

・年間使用熱量が８．４×１０10キロジュール以上の指定事業所又は別表

１の５１の項に掲げる廃棄物焼却炉の焼却能力が１時間当たり５，０００

キログラム以上のものを設置する指定事業所

・１日あたりの平均的な排水量が１，０００立方メートル以上である指定事

業所

環境配慮書を提出している指定事業所のうち、いずれかの条件に

該当する指定事業所が提出



４ その他の手続きについて

⚫環境行動事業所認定制度

・ 日本産業規格Q１４００１に定める環境マネジメントシステムを実施

しているものとして登録又は証明されていること

◎エコアクション２１（環境省が策定した日本独自の環境マネジメント

システム）に認証・登録されていること

◎環境負荷低減行動計画書を提出していること（計画期間２年間、

一定の要件あり）

令和８年
４月１日
から対象



５ 最後に

・条例の他に関係法令に該当する可能性も

・なにか変更がある場合はすぐにご相談ください

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

許認可担当

TEL：044-200-2506

Mail：30suisin@city.kawasaki.jp
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